
  ○常総衛生組合職員の派遣に関する要綱 

平成３１年１月２４日 

常総衛生組合訓令第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，常総衛生組合（以下「組合」という。）が，関係市（常総衛生組合規約

（昭和３７年地指令第１１６号）第２条に規定する関係市をいう。以下同じ。）に職員の

派遣を求めることについて，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「地自法」とい

う。）第２９２条において準用する同法第２５２条の１７に定めるもののほか，必要な事

項を定めるものとする。 

 （派遣の要請） 

第２条 組合の長（以下「管理者」という。）は，地自法の規定に基づき関係市の長に職員

の派遣を求めるときは，職員派遣要請書（様式第１号）により行うものとする。 

 （派遣職員の推薦） 

第３条 前条の規定により派遣の要請を受け，職員を派遣しようとする関係市（以下「派遣

元市」という。）の長は，管理者へ派遣職員推薦書（様式第２号。次条において「推薦書」

という。）を提出するものとする。 

 （協議） 

第４条 管理者は，推薦書の提出を受けたときは，地自法に定めるもののほか，職員の派遣

に関し，必要な事項について派遣元市の長と協議するものとする。 

 （協定の締結） 

第５条 前条に定める協議により，職員の派遣が決定したときは，組合と派遣元市は，速や

かに職員の派遣に関する協定書（様式第３号）を締結するものとする。 

 （派遣の期間） 

第６条 組合に派遣される職員（以下「派遣職員」という。）の派遣期間は，２年とする。た

だし，第４条に定める協議若しくは管理者と派遣元市の長の協議により，これを延長し又

は短縮することができるものとする。 

 （派遣職員の身分） 

第７条 派遣職員は，組合及び派遣元市の職員の身分を併せ有するものとする。 

 （派遣職員の職務内容） 

第８条 派遣職員の職務内容は，組合の事業運営に関する業務及び第４条の協議により定め

た事務とする。 

 （勤務時間その他の勤務条件） 



第９条 派遣職員の勤務時間，休日及びその他の勤務条件については，組合の関係規程を適

用するものとする。 

２ 派遣職員の休暇の取扱いについては，派遣元市の例によるものとし，その承認又は許可

は，管理者が行うものとする。 

３ 派遣職員の休業の取扱いについては，派遣元市の例によるものとし，その承認又は許可

は，管理者が行うものとする。 

 （服務） 

第１０条 派遣職員の服務については，組合の関係規程を適用するものとする。 

２ 派遣職員の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「地公法」という。）第３

５条の規定に基づく職務に専念する義務の免除の取扱いについては，組合の関係規程を適

用するものとする。 

３ 派遣職員の地公法第３８条第１項に基づく営利企業等の従事制限の許可については，派

遣元市の例によるものとする。 

 （分限及び懲戒） 

第１１条 派遣職員の分限及び懲戒については，管理者の報告に基づき，派遣元市の関係規

程を適用して派遣元市の長が行うものとする。 

 （昇任及び昇格等） 

第１２条 派遣職員の昇任，昇格及び昇給等については，派遣元市の例により取扱うものと

する。 

 （給与） 

第１３条 派遣職員の給料及び手当は，派遣元市の関係規程により派遣元市が支給するもの

とする。 

２ 組合の勤務において生じた時間外勤務手当，休日勤務手当及び特殊勤務手当（以下「時

間外勤務手当等」という。）については，組合の関係規程により組合が支給するものとす

る。 

３ 派遣職員の退職手当については，派遣元市が負担するものとする。 

 （旅費） 

第１４条 派遣職員の旅費は，組合の関係規程により組合が支給するものとする。 

 （研修） 

第１５条 派遣職員の研修は，組合が実施するもののほか，派遣元市の研修計画に基づき派

遣元市が行うものとする。この場合において，組合は，研修の参加に必要な服務上その他

の便宜について配慮するものとする。 

 （健康管理） 

第１６条 派遣職員の健康管理は，組合が実施するもののほか，派遣元市の福利厚生事業計



画に基づき派遣元市が行うものとする。この場合において，前条後段の規定を準用する。 

 （共済組合） 

第１７条 派遣職員の地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１１６条の

適用については，派遣元市の職員として取扱うものとする。 

２ 派遣職員に係る共済組合の掛金については，派遣元市が給与の支給の際に控除し，当該

派遣職員が加入する共済組合に払い込むものとする。 

３ 派遣職員に係る共済組合の地方公共団体負担金については，派遣元市が当該共済組合に

払い込むものとする。 

 （公務災害補償等） 

第１８条 派遣職員の公務災害補償については，地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第

１２１号）の定めるところによる。この場合において，認定請求の手続きは，組合の報告

に基づき，派遣元市が行うものとする。 

２ 派遣職員に係る公務災害補償基金の地方公共団体負担金については，派遣元市が当該基

金に払い込むものとする。 

 （経費の負担） 

第１９条 派遣元市が第１３条第１項の規定により支給した給料，手当，第１７条第３項の

規定により払い込んだ地方公共団体負担金及び第１８条第２項の規定により払い込んだ

地方公共団体負担金については，組合が負担し，別に定める方法により派遣元市に納付す

るものとする。 

２ 組合が第１３条第２項及び第１４条の規定により支給した時間外勤務手当等及び旅費

については，組合が負担するものとする。 

３ 前２項の経費の負担については，第４条に定める協議若しくは管理者と派遣元市の長と

の協議により別に定めることができるものとする。 

 （その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか，職員の派遣に関し必要な事項については，管理者

と派遣元市の長が協議して定めるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１３条第２項の規定は，平成３１年４月１日以降の組合の勤務において生じた時間外

勤務手当等から適用する。 

 


